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■ 適塩講座のお知らせ ■ 

 令和４年に実施した食に関するアンケートの結果、町民の『約４割が塩分のとりすぎ』という結果でし

た。塩分のとりすぎは、高血圧症の要因となり、命にかかわる重篤な病気（心臓病や脳卒中など）を引き

起こすリスクを高めます。そこで町民の皆さまがいつまでも元気に暮らすための適塩講座を開催します。 

適塩講座では西伯病院 長谷川純一院長に講演をいただきます。また「健診で血圧が高めで気になって

いる」「血圧の測り方」「塩分を控えめにするコツ」など、気になっていることが解決できるようなメニュ

ーをご紹介します。ぜひお越しください。 

 日時 内容 

基礎編 
１０月２５日（水）午後２時～３時半 

（受付：午後１時４５分から） 

●講演会「どうなんだ？南部町の健康状態 

～血圧と塩分のメカニズム～」 

●保健師による血圧の測り方等 

実践編 
１１月２９日（水）午後２時～３時半 

（受付：午後１時４５分から） 

●講演会「知って納得！やってみよう生活習慣病予防」 

●適塩のコツ（試食あり） 

【 場 所 】 西伯病院 ２階 運動多目的室  ※場所が変更となりました。 

【 申 込 締 切 】 １０月１８日（水） 

【 申 込 方 法 】 ①電話申込 

         ②インターネット申込 （右ＱＲコードを読み取り） 

【申込・問い合わせ先】 健康福祉課 ☎６６－５５２４ 

■ 生涯学習作品展の作品を募集します ■ 

 芸術の秋になりました。秋の芸術イベント「生涯学習作品展」を開催します。 

公民館教室での成果のほか、広く町民の皆さんの作品も展示し、多くの方に芸術に触れてもらう機会に

なればと考えています。皆さんもご自身の作品を展示してみませんか。 

 展示を希望される方は、南部町公民館までお知らせください。皆さんの力作をお待ちしています。 

【 会 期 】 １０月２１日（土）・２２日（日）  

   ◆作品搬入…１０月２０日（金） 午後３時～６時 

   ◆搬 出…１０月２２日（日） 午後４時～６時 

【 会 場 】 南部町農業者トレーニングセンター（天萬庁舎となり） 

【 申 込 締 切 】  ９月２９日（金） 

   ◆申込方法…電話、ファクシミリ、またはＥメールで以下をお知らせください。 

①お名前 ②ご連絡先 ③出展される作品の作品名（お一人につき３点まで） 

【申込・問い合わせ先】 

 南部町公民館（人権・社会教育課） ☎６４－３７８２ ＦＡＸ：６４－２１８３ 

さいはく分館（キナルなんぶ）   ☎４６－０８７０ ＦＡＸ：４６－０８７１ 

       e-mail：kyouiku@town.nanbu.tottori.jp 



 

  

■ 給食食材のタマネギ、ジャガイモ、西洋かぼちゃが不足しています ■ 

 学校給食や保育園、病院、高齢者施設に野菜を提供いただける農家さんを募集しています。 

現在、地産地消の取り組みとして、南部町食材供給連絡協議会により学校や保育園等への地元食材の供

給の取り組みが推進されています。しかし、生産者の高齢化に伴う会員数の減少や、天候不順により出荷

量が激減しており、今年は特にタマネギ、ジャガイモ、西洋かぼちゃの供給が大変困難な状況となってい

ます。 

南部町内にお住まいで、ご自宅に余った野菜がある方は、是非食材供給連絡協議会へお声かけください。

担当の職員がご自宅へお伺いし、ご案内いたします。 

【問い合わせ先】 南部町食材供給連絡協議会 ☎６６－５３２９ 

■ 光ファイバ網整備に伴う不要設備撤去について ■ 

南部町では、町内の通信環境（ＣＡＴＶ・インターネット）を快適にするため、令和２年度から町内全

域で、既存設備の老朽化及び高速化・大容量通信に対応する光ファイバ網の整備を進めています。 

このたび、町内全域において光ケーブルの宅内引込工事が概ね完了したことから、１０月から電柱上に

敷設してある不要となった同軸ケーブルや機器等の撤去を順次開始しますので、以下のとおりお知らせし

ます。 

なお、今回の撤去工事をもって４年間に渡る光ファイバ網整備は完了となります。快適になったＣＡＴ

Ｖ・インターネットの通信サービスのご利用についてはサービス事業者またはデジタル推進課へお問い合

わせください。 

【撤去工事範囲】 町内全域（南部町南側より順次撤去） 

         ※主に道路沿いにある電柱上での撤去工事となります。 

【撤去工事業者】 株式会社中電工 米子営業所 ☎３３－３７７１ 

【問い合わせ先】 デジタル推進課 ☎４６－０１０８ 

■ 南部町の公の施設の指定管理者を募集します ■ 

 南部町では公共施設を管理していただく、指定管理者（法人または団体）を募集します。 

【 対 象 施 設 】 

施設番号 対象施設 担当課 電話番号 

１ 南部町総合福祉センターいこい荘 健康福祉課 ☎６６－５５２４ 

２ 南部町営西伯カントリーパーク 教育委員会 ☎４６－０８７０ 

３ 南部町民野球場・南部町民運動場 教育委員会 ☎４６－０８７０ 

４ 南部町地域農産物加工施設 めぐみの里 産業課 ☎６４－３７８３ 

【指定管理期間】 令和６年４月１日から令和９年３月３１日（３年間） 

【 応 募 資 格 】 法人または団体（個人での応募はできません） 

【 受 付 期 間 】 ９月２２日（金）～１０月２０日（金）午後５時必着 

【 募 集 要 項 】 南部町ホームページ（http://www.town.nanbu.tottori.jp）掲載 

         総務課（法勝寺庁舎２階）で配布 

【 応 募 方 法 】 申請書様式を受付期間内に総務課までご提出ください。 

【問い合わせ先】 

募集等に関すること又は施設の概要等に関することは以下にお問い合わせください。 

 ●指定管理者の募集等に関すること   総務課 ☎６６－３１１２ 

 ●施設の概要等に関すること      表中の各担当課 



 

  
■ 令和５年度南部町戦没者献花式開催のお知らせ ■ 

【 日 時 】 １０月５日（木） 午後２時から 

【 場 所 】 天萬庁舎３階 富有まんてんホール 

 ※南部町戦没者献花式に参列される方で、送迎を希望される方は１０月３日（火）までに下記までお申

し込みください。 

【申込・問い合わせ先】 町民生活課（法勝寺庁舎） ☎６６－３１１４ 

■ 特定計量器（はかり）の定期検査について ■ 

 計量器（はかり）を取引または証明上の計量に使用している会社、商工業者、農林漁業者、団体、医療

機関、学校、官公庁などのみなさんは、その計量器について、２年に１回、県が行う定期検査を受けなけ

ればなりません。（取引・証明に使用しない場合は検査を受ける必要はありません） 

 該当の計量器をお持ちの方は、どちらかの会場で必ず検査を受けてください。 

検査日 検査会場 所在地 検査時間 

１０月１７日（火） 南部町役場天萬庁舎 南部町天萬５５８ 午後１時～３時 

１０月２０日（金） プラザ西伯 南部町法勝寺１６７－２ 午後１時～３時 

【検査の対象となる使用例（計量による取引・証明）】 

○内容量表記商品の詰め込み・出荷・販売 ○商取引  ○材料購入（検品・検収等） ○農家の直販 

○身体測定・健康診断の体重測定     ○薬の調剤 ○宅配便の取次ぎ   など 

【検査に必要なもの】 

 清潔にした計量器（はかり）、検査手数料、検査申請書（受検案内送付者） 

【 そ の 他 】 

 ・これまで受検された方には、鳥取県から受験案内が送付されます。 

 ・不明な点は下記までお問い合わせください。 

【問い合わせ先】 産業課 ☎６４－３７８３ 

         鳥取県くらしの安心推進課 ☎０８５７－２６－７６０１ 

■ 歯科衛生士再チャレンジ研修会（復職支援セミナー） ■ 

 歯科衛生士の免許はあるものの、しばらく離れていて再び歯科衛生士の仕事で活躍したい方を鳥取県西

部歯科医師会が応援する研修会です。復職希望があり、迷っておられる方はお気軽にご参加ください。 

【 日 時 】 １１月１２日（日） 午前１０時～午後３時 

【 場 所 】 鳥取県西部歯科保健センター 

【 対 象 】 歯科衛生士免許をお持ちの方 

【 参 加 費 】 無料 

【 申 込 方 法 】 ①電話：３３－３８６４     ②ＷＥＢサイト ▶ 

③ＦＡＸ：３３－３９２５     ④応募フォーム ▶ 

 

【 申 込 期 限 】 １１月８日（水） 

【 そ の 他 】 ・会場受講１０名、ＺＯＯＭ視聴での受講は人数制限なし 

         ・研修会では実習と昼食有り（会館での参加者のみ） 

【問い合わせ先】 鳥取県西部歯科医師会 ☎３３－３８６４ 



  
■ 「オレンジカフェ」開催のお知らせ ■ 

 介護にかかわる方々のほか、地域のどなたでも自由に参加できる集いの場「オレンジカフェ」を開催し

ます。介護や認知症についての個別相談もできます。 

 ※参加申し込みは不要です。開催中止の場合は防災無線放送にてお知らせします。 

《 さくらカフェあいみ 》 

日 時 
１０月３日（火） 午後１時３０分～３時３０分 

※ご都合に合わせてご参加ください。 

場 所 「てま里」交流スペース （天萬庁舎近く） 

内 容 音楽を楽しもう お茶代 １００円 

《 米やカフェ 》 

日 時 
１０月１７日（火） 午前９時３０分～１１時 

※ご都合に合わせてご参加ください。 

場 所 えん処 米や （旧法勝寺街道） 

内 容 食の体験型座談会 お茶代 １００円 

【問い合わせ先】 健康福祉課 ☎６６－５５２４ 

■ 介護をされている「家族のつどい」開催のお知らせ ■ 

 認知症の方を介護されている家族のつどいを開催します。介護についての日頃の思いを話し合う場です。 

毎月「認知症の人と家族の会」より相談員が来られ、相談・助言を受けることができます。 

※参加申し込みは不要です。男性介護者の方も是非ご参加ください。 

【 日 時 】 １０月２０日（金） 午前１０時～正午 

                 ※途中からの参加や退席も可能です。ご都合に合わせてご参加ください。 

【 場 所 】 キナルなんぶ２階 会議室 

【問い合わせ先】 健康福祉課 ☎６６－５５２４ 

■ ２０２３南部町いきいき１００歳体操交流大会開催のお知らせ ■ 

 町内で「いきいき１００歳体操」に取り組む皆さんの交流大会を開催します。詳しくは、８月中旬に全

戸配布しましたチラシをご覧ください。 

また、当日参加も可能ですので、お誘い合わせのうえ奮ってご参加ください。 

【 日 時 】 １０月５日（木） 午前９時～午後１１時４５分 

【 場 所 】 南部町農業者トレーニングセンター（天萬庁舎となり） 

【 内 容 】 体験コーナー、表彰式、若返りリトミック、みんなで１００歳体操 

【問い合わせ先】 スポ netなんぶ ☎６６－５４００ 

■ 日曜労働相談会のお知らせ ■ 

 解雇、雇止め、賃金未払い、労働時間、有給休暇、パワーハラスメントなど労働問題全般に関する相談

会を開催します。 

【 日 時 】 １０月２９日（日） 午前１０時～午後３時 

【 場 所 】 国際ファミリープラザ 

【 申 込 期 限 】 １０月２５日（水） 

 ※完全予約制です。  ※相談は無料、秘密は厳守します。 

【申込・問い合わせ先】 労使ネットとっとり ☎０１２０－７７－６０１０ 



 

  
■ 調停手続相談会の開催について ■ 

 米子地区調停協会では、下記の日程で民事・家事調停委員による調停手続相談を開催します。 

 お金や土地・建物のトラブルなどの民事上の争いごと、夫婦間の問題、遺産分割などの家庭内のもめご

とについて、調停委員が調停手続の利用に関する相談に応じます。 

【 日 時 】 １０月２９日（日） 午前１０時～午後３時 

【 場 所 】 米子市男女共同参画センター会議室（旧米子市役所庁舎「山陰歴史館」裏） 

【 主 催 】 公益財団法人日本調停協会連合会、米子地区調停協会 

 ※相談は無料です。 

【問い合わせ先】 鳥取地方裁判所米子支部 ☎２２－２２０５ 

■ 職業訓練の受講生募集 ■ 

 安定した就職を目指す方へハロートレーニングをお知らせします。 

【 訓 練 科 】 実務で使えるＷｅｂクリエイター＆ｏｆｆｉｃｅ実践科 

【 訓 練 概 要 】 ＨＴＭＬとＣＳＳ等について学び、ノーコードツールやＣＭＳ管理技術を習得し、 

Ｗｅｂサイト制作ができる人財となる。（Ｗｅｂクリエイター、ワード、エクセル） 

【 訓 練 期 間 】 １０月２７日（金）～１月３１日（水） 

【 訓 練 場 所 】 （株）スペック 

【 募 集 人 員 】 １４名 

【 応 募 期 限 】 １０月１６日（月）正午 

【 応 募 資 格 】 就職を希望される方 

【 受 講 料 】 無料（テキスト代等自己負担） 

 ※一定の要件を満たせば、雇用保険（訓練延長給付や技能習得手当等を含む）または、職業訓練受講給

付金を受給しながら受講できる場合があります。 

【申込・問い合わせ先】 ハローワーク米子 ☎３３－３９１１ 

■ 公共職業訓練受講生募集 ■ 

 求職者の方を対象にものづくりの技能・技術および専門知識を身につける訓練を行っています。 

【 訓 練 科 】 ①ビジネススキル講習付産業技術科 ②ＣＡＤ・ＮＣ加工技術科 

【 訓 練 期 間 】 ①１１月１日（水）～５月２９日（水） ②１１月１日（水）～４月２４日（水） 

【 募 集 人 員 】 ①５名 ②１５名 

【 応 募 期 限 】 １０月１８日（水）まで 

【 入 所 資 格 】 求職中の方 

【 受 講 料 】 無料（テキスト代等自己負担） 

 ※雇用保険受給者で諸条件を満たされる方は訓練最終日まで受給期間が延長されます。雇用保険受給者

以外の方も一定の条件を満たせば職業訓練受講給付金を受給しながら受講できます。 

【 申 込 先 】 最寄りのハローワーク 

【問い合わせ先】 ポリテクセンター米子 ☎２７－５１１５ 



 

■ スマホ教室・相談会のご案内 ■ 

スマホの使い方が分からない方、復習したい方は、是非ご参加ください。（※年齢制限なし・参加費無料） 

≪スマホ教室≫ ※定員：各回２０名（②第５７回・③第５８回のみ、体験用スマホをご用意します。） 

 開催日時 場所 内容 講師 

①第５６回 

初心者講座 

１０月２２日（日） 

午前１０時～正午 

キナルなんぶ 

２階中会議室 

ＬＩＮＥ（ライン）でスタ

ンプを送ってみよう！ 

テノヒラ役場を使ってみ

よう！ 

・デジタルリーダー 

（町青年団・高校生） 

・デジタル推進員 

②第５７回 

初心者講座 

１０月２６日（木） 

午前１０時～正午 

スマホで音声検索や画像

検索をして楽しもう！ 南部町デジタル推進

アドバイザー ③第５８回 

初心者講座 

１０月２６日（木） 

午後１時～３時 

スマホの地図アプリを使

って楽しもう！ 

≪なんでもスマホ相談会≫ ※定員：各回３名 

 開催日時 場所 内容 アドバイザー 

④スマホ相談会 
１１月１日（水） 

午後１時～２時 天萬庁舎 

３階 

会議室Ａ 

スマホの困ったを 

一緒に解決しましょう！ 

・テノヒラ役場の使い方 

・スマホ決済アプリの登録方法 

(LINE Pay・PayPay・ｄ払い 

Ｊ－Ｃｏｉｎ Payなど) 

なんでもご相談ください。 

デジタル推進員 

 

会場へは「どこで

もなんぶ号」で伺

います！ ⑤スマホ相談会 
１１月１日（水） 

午後２時～３時 

【 申 込 締 切 】 １０月１３日（金）必着 （申込多数の場合は先着順） 

【 申 込 方 法 】 ①申込書持参 ②電話 ③ＦＡＸ ④メール ⑤ＱＲコード 

 のいずれか 

【問い合わせ先】 デジタル推進課 ☎４６－０１０８  ＦＡＸ：６６－４４２６ 

         e-mail：digital@town.nanbu.tottori.jp 

--------------------------------------------------------------------〈切り取り線〉---------------------------------------------------------------- 

＜スマホ教室・相談会申込書＞  

氏名： 住所：南部町 

連絡先：  年齢：       歳 スマホ所有：（ 有 ・ 無 ） 

ご希望のスマホ教室・相談会に「○」をつけてください 

《 スマホ教室①～③ ・ なんでもスマホ相談会④～⑤ 》  
④スマホ相談会１１／１（水）午後１時  

①第５６回 スマホ教室１０／２２（日）午前   

②第５７回 スマホ教室１０／２６（木）午前   
⑤スマホ相談会１１／１（水）午後２時  

③第５８回 スマホ教室１０／２６（木）午後   

 

▲申込用QRコード 

■ 米子駐屯地創設７３周年記念行事（一般開放）について ■ 

【 日 時 】 １０月１５日（日） 午前９時～午後３時 

【 場 所 】 陸上自衛隊米子駐屯地 

【 内 容 】 観閲行進、訓練展示、自衛隊車両・戦車体験試乗、野外売店、子ども広場、ヘリ等装

備品展示等 

【問い合わせ先】 米子駐屯地広報室 ☎２９－２１６１ 


